
参考資料６（雨水排水協議） 

 

１．基準 

（仮称）萬松園公園の整備は、開発面積が1ヘクタール以上の規模となるため、「雨水排水協議基準」

（昭和49年11月5日 知事決裁）に準拠するものとする。 

 

 

２．計画基準 

  洪水ピーク流量は、合理式（ラショナル式）によるものとする。 

 

   洪水ピーク流量    Ｑp＝      ｆ・ｒ・Ａ 

 

Ｑp……洪水のピーク流量（㎥/sec） 

ｆ ……流出係数 

ｒ ……洪水到達時間内平均降雨強度（㎜/hr） 

Ａ ……流域面積（ha） 

 

 

 必要調整容量   Ⅴ＝（ｒｉ－rc/2）・ｔｉ・ｆ・Ａ・1/6 

  

Ｖ……必要調整容量（㎥） 

ｆ……開発後の流出係数 

Ａ……調整池の流域面積（ha） 

rc……調整池下流懸案地点の流下能力に対する降雨強度（㎜/hr） 

ri……確率降雨強度曲線上の任意の継続時間に対する降雨強度（㎜/hr） 

ti……任意の継続時間（分） 

 

 

  

１ 

３６０ 



流出係数 

 

   ・以下の数値を採用する。 

開発行為・土地区画整理事業において標準値以外の流出係数を利用する際の数値（案） 

土地利用 採用値 適  用 出  展 

調整池 1.00 ・調整池に適用する 
・河川砂防技術基準（調査編） 

 水面 

道路 0.85 
・未舗装であっても将来の舗装を見込み適用する 

・透水舗装であっても機能低減を見込み適用する 

・河川砂防技術基準（調査編） 

 道路 

住宅地 0.80 

・将来にわたって住宅地として利用が見込まれる 

 まとまりを持った区画に適用する 

・商用、公用目的で床面積が 1000ｍ2 を超える建物

および一体のものとして利用される区域には適用

しない 

・私道を含む道路は0.85とする 

・河川砂防技術基準（調査編） 

 敷地内の間地が非常に少な 

い地域や類似の住宅地域 

勾配の急な山地 0.80 

・勾配の緩い山地以外（中新世以前） 

（旧尾口村より山間部等に分布しており利用頻度

少） 

・石川県雨水排水協議基準 

 勾配の急な山地 

勾配の緩い山地 0.75 
・三紀世以後の山地 

・造成法面（道路法面含む） 

・石川県雨水排水協議基準 

 三紀層山丘 

起伏のある土地

及び樹林 
0.65 

・ゴルフ場や丘陵地の公園など起伏のある区域 

・開発を行わない土地で樹木の繁茂が期待できる区

域 

・石川県雨水排水協議基準 

 起伏のある土地及び樹林 

間地・公園・耕地 0.55 

・法律や地区計画に定めのある大部分が未舗装の区

域に適用 

・公園等公的管理で将来にわたって開発されない区

域に適用 

・公園は大部分が未舗装のものに適用する 

・耕地は原則将来開発されるものとし、適用しないこ

ととする 

・石川県雨水排水協議基準 

 平坦な耕地 

    

上表以外 0.90 
・上表に当てはまらない流出係数の 

 高い利用が見込まれる土地に適用する 

・石川県雨水排水協議基準 

 造成区域の標準値 

 

  



降雨強度式 

 

   ・降雨確率年は、石川県の指導に基づき「50年（恒久調整池）」とする。 

   ・降雨強度式は、開発区域に近似する「金沢地区」を適用する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



３．計画区域及び開発区域の設定 

 ・事前協議により、計画区域及び開発区域は、以下のとおりである。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



４．石川県河川課打合せ協議メモ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


